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私たち日本精神神経科診療所協会は、町の中にあって気軽に行ける｢身近なこころのかか

りつけ医｣である精神科診療所の全国組織として、地域精神保健･医療･福祉の充実と増進に

努めている公益社団法人です。ほとんどの都道府県ごとに地区協会があり、全国で約 1700

名の精神科医師が所属しています。 

2016 年 12 月に｢特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(通称 IR 推進法)｣、

2018 年 7 月に｢特定複合観光施設区域整備法(通称 IR 整備法、IR 実施法)｣が公布されたこ

とにより、全国で統合型リゾート(IR)誘致の動きが見られるようになりました。2019 年 8

月には横浜市の林市長が、IR 誘致を表明致しました。 

他方、2018 年 7 月に｢ギャンブル等依存症対策基本法｣（以下、基本法）が公布され、本

人や家族の生活に支障を生じさせ、多重債務、貧困、虐待、自殺、犯罪等の重大な社会問

題を生じさせるギャンブル依存症に対して国および地方公共団体は、対策計画を策定・実

施する責務を有することが明記されました。基本法ではギャンブル等には「ぱちんこ屋に

係る遊技」も含まれています。「ぱちんこ等」の売り上げは 2018 年では 15 兆 8438 億円と

されており、全てのカジノの売り上げを凌駕しており、また全世界のゲーム機のおよそ 6

割が我が国に存在しています。これまでは「ぱちんこ等」は遊技と定義されて、ギャンブ

ルではないとされてきましたが、基本法ではギャンブルと認定されました。民営ギャンブ

ルの公認は賭博を禁じている刑法との整合性がつかないのみならず、国民生活に深刻な影

響を与えかねません。 

世界保健機関(WHO)はギャンブル依存症を精神障害と定義しており、日本では 2017 年に

厚生労働省の研究班が、成人の 3.6％(男性 6.7％、女性 0.6％ ）、推計 320 万人にギャンブ

ル依存症の疑いがあるという発表をしています。 

アルコール依存症をはじめとしたさまざまな依存症に対し、当協会に所属する多くの診療

所において治療、予防、啓蒙活動を行なっています。当協会としても｢依存症対策プロジェ

クトチーム｣を発足させ、依存症への取り組みを今後の活動の重点項目と位置づけており、

ギャンブル依存症への対策も喫緊の課題として受けとめています。上記の IR 推進法、IR

整備法が公布されたことにより、IR 設置が具体化されようとしていますが、以下に挙げる

国内外の調査研究によれば、カジノとギャンブル依存症には密接な関係があり、ギャンブ

ルには依存症をはじめとした精神医学的な問題が多くあることが明らかとなっています。 

当協会は、今後も引き続き依存症治療･対策を進めていくにあたり、ギャンブル依存症者

やそれにともなう精神科疾患患者を多く生み出し、家族崩壊と悲劇をもたらす可能性のあ

るカジノの建設にはあくまで反対であることを意思表明します。 



参考： これまでに明らかとなったギャンブル依存症、カジノに関する知見の一部 
 

＊ カジノがある地域ではギャンブル依存症の患者が増える 

・アメリカの研究:カジノ近隣の住民ほど常習者になる確率が高くなり、常習者ほど依存症にな

る確率が高まる。14)17)
 

 
＊ ギャンブルにアクセスしやすいほどギャンブル依存症の患者が増える 15)

 

・海外の研究:ゲーミングマシン数と問題ギャンブラーの割合には正の相関を示した。1 
1)15) 

 

・アメリカの 5州:人口あたりの宝くじ売上額が高い州ほど病的賭博疑いの有病率が高かった

(正の相関まではなかった)。15)16)
 

・ギャンブルの利用しやすさ、報酬の大きさなどがギャンブル行動の継続に重要な役割を果た

す。5)8)
 

・賭博場の利用しやすさがギャンブル依存症の危険因子となる。6)8)
 

・自宅から 3キロ以内にパチンコ店ができると、男性ではギャンブル依存症を疑われる確率が

高まる。4)
 

 
＊ ギャンブルにより経済的破綻を来たしやすい 

・ギャンブル依存症100名の負債額は平均595万円であった。9)
 

・ギャンブル依存症100名のうち21名が債務整理を行なっており、うち 5名は 2回の債務整理を

行なっていた。債務整理をしてもギャンブル行為がやむとはいえない。10)
 

 
＊ ギャンブルと自殺の関連が大きい 12)

 

・ギャンブラーズ･アノニマス(GA)参加者を対象とした調査で、自殺企図経験者が半数以上であ

った。2)
 

 
＊ ギャンブルにより犯罪が引き起こされる 3)

 

・ギャンブル依存症の診断基準に明記されているように、そもそもギャンブル依存症と犯罪が

結びつきやすい傾向がある。1)18)
 

・ギャンブルを行なうための金銭を得るために、窃盗や横領などで逮捕あるいは起訴され、裁

判に至る事例も多い。ただ、示談によって事件と扱われない場合も多い。3)
 

・賭博はそれ自体が刑罰の対象となるだけでなく、暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的

犯罪にも繋がる恐れがあるために規制されている。3)
 

 
＊ ギャンブル依存症は家族や周囲の人たちへの影響が大きい 7)

 

・患者のギャンブル行為によって、家族には精神科的疾患が生じやすい。10)
 

・借金を家族が肩代わりすることもあるが、それでギャンブルによる借金を繰り返してしまう。
3)

 

 
＊ ギャンブル依存症に精神科併存症が多い 

・ギャンブル依存症にアルコール依存症･薬物依存症など他の依存症、うつ病などの気分障害、

パーソナリティ障害などが併存することが多い。6)8)
 

      ・精神科合併症を主訴に精神科を受診する可能性が大きい。 9)
 



＊ ギャンブル依存症治療が可能な医療機関･相談機関が少ない 

・ギャンブル依存症を診たことのある精神科医は少ない。8)9)
 

・自助グループや理解のある司法関係者などと連携して治療ができる医療機関はごくわずかで

ある。15)
 

 
＊ 依存症全般に言えるが、治療には難渋することが多い 

・ギャンブル依存症の治療薬として承認された薬物はまだない。13)
 

・依存症治療は自助グループがその中心であるが、数はまだ不足している。15)
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